
（資料３） 

令和元年７月５日 

 

配偶者暴力相談支援センターの運営状況について 

 

（概 要） 

〇平成 19 年 7 月の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正により、

区市町村における配偶者暴力相談支援センターの機能整備が努力義務とされた。 

〇これを受け DV 被害を潜在化させないよう、また、相談を適切な支援に結び付け DV 被害者

支援の充実を図るため、平成 28年 4月 19日に配偶者暴力相談支援センターの機能を整備

した。 

 

（機能整備概要） 

  裏面「配偶者暴力相談支援センター機能整備概要」参照 

 

（実 績） 
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平成 30年度 

(内数)福祉事務所 

ＤＶ被害者相談の証明書発行 58（12） 96（44） 93（19） 

一時保護(福祉事務所のみ） 20 29 13 

配偶者暴力相談支援センターDV 相談件数 ※ 

計 513 件

250 

※件数は、福祉事務所と男女平等推進センター分室の合計 

 

計 1,469 件 

計 1,742 件 
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就労支援センター 

保育園・子供園 

裁判所（保護命令等） 

警察（被害者保護、警告等） 

教育委員会等 

区民課  

東京都配偶者暴力相談支援センター 

（相談、カウンセリング、一時保護等） 連 

携 

子どもセンター 

男女共同参画担当課 

○関係機関との連携・協議 

○区民啓発事業 

○職員研修 

○ＤＶ支援コーディネート 

○通報関連業務 

○保護命令関連業務 

○証明発行 

○裁判関係事務 

配偶者暴力相談支援センター

ー 

杉並福祉事務所 

○ＤＶ相談、情報提供 

○一時保護 

○生活支援（生保等） 

○伴走型の支援の中心 

○就労支援 

男女平等推進センター分室 

（区役所） 

○ＤＶ相談、情報提供 
保健センター 

○相談、情報提供 

○伴走型の支援 

 

子ども家庭支援 

センター 

○相談、情報提供 

○伴走型の支援 

○就労支援 
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【取扱注意】 


